
確定申告したらお⾦が戻ってくるかも？！
知らずに損してる？

確定申告をすれば、所得税の還付が受けれるかも？！
公的年⾦等による収⼊が400万円以下で⼀定の要件を満たす場合には、
所得税及び復興特別所得税の確定申告を⾏う必要はありません。

医療費がたくさんかかったら…

世帯が同じ家族全員分の医療費が年間10万
円（控除できる最⾼額は200万円、所得が
200万円未満の場合総所得⾦額等の5％）を
超えたら、治療費や
市販薬代、通院の交
通費など「治療のた
め」の費⽤は全て控
除可能です。健康維
持や予防は対象外な
ので、ご注意を！

病院より市販薬を利⽤することが
多かったら…

2017年からはドラッグストアなどで販売さ
れているセルフメディケーション税制対象
医薬品(OTC医薬品)１年間の購⼊代⾦が
12,000円を超え、更にその年に勤務先の健
康診断や⾃治体のメタボ健診などを受けて
いる場合に、税⾦が安くなるセルフメディ
ケーション税制もスタートしています。
但し、医療費控除と
同時に適⽤できませ
んので、どちらが得
か計算してから決め
ましょう。保険料の⽀払いがあったら…

⽣命保険料、介護医療保険料及び個⼈年⾦
保険料を⽀払った場合に、⽀払った⽣命保
険料の⼀部が所得から控除されます。控除
される⾦額は⽀払った保険の内容や保険料
によって変動します。
⽣命保険料控除以外の保険料控除として、
地震保険料控除や社会保険料控除などがあ
ります。
地震保険料控除は、損害保険契約等につい
て、⽀払った「地震等損害部分の保険料」
がある場合に控除が受けられます。⽀払っ
た保険料が地震保険料控除の対象かどうか
については、保険会社から10⽉ごろに送付
される証明書で確認できます。

確定申告というと2⽉〜3⽉の
イメージがありますが、

還付申告の書類は、各種の所得控除を
受けられなかった翌年の1⽉1⽇から

5年以内であれば、
いつでも提出できます。

ご⾃⾝が該当するか不明の場合は、
税理⼠か税務署に相談されることを

おすすめします。
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寄附やふるさと納税をしたら…

国、地⽅公共⾃治体や
国が定めた法⼈に対し
寄付をした場合に受け
られる控除です。控除
できる⾦額は、「その
年に⽀出した特定寄附
⾦の合計額」か「その年の総所得⾦額等の
40％相当額」のいずれか低い⾦額−2,000
円です。
「ふるさと納税」では、寄付先が5つ以内
であれば「ワンストップ特例」を使うこと
ができ確定申告は不要になります。ただ
し、医療費控除などで、確定申告をする場
合、改めて「ふるさと納税」の申告もしな
ければなりません。

災害や盗難などで損害を受けたら…

地震や⽕事、害⾍による⾃然災害や盗難、
横領によって⽣活に必要な資産に損害を受
けた場合に受けられる、所得控除です。
所得控除額が⼤きくて、その年の所得⾦額
から控除しきれないときは、翌年以後（3
年間限度）に繰り越すことができます。
なお、雑損控除とは別に、その年の所得⾦
額の合計が1,000万円以下の⼈が災害にあ
った場合は、災害減免法による所得税の軽
減があり、どちらか有利な⽅法を選べま
す。

株の取引で損失したら…

株式投資で利益が出れば
税⾦が課されるため、確
定申告が必要となります。
逆に、損失が出た場合は
原則、確定申告は不要です。しかし、損失
が出た場合であったとしても、確定申告を
したほうが良いケースもあります。
株式投資には、「譲渡益にかかる課税（譲
渡益課税）」と「配当⾦等にかかる課税」
の2種類の税⾦がかかります。上場株式を
売却して損した場合、利益と損失を相殺で
きる「損益通算」と、株の損失を3年間繰
り越してその間の利益と相殺できる「繰越
控除」という特例があります（ただし、⾮
上場株式は適⽤外）。譲渡(売却)でた損失
と利⼦・配当で得た利益が相殺され、配当
⾦にかかった税⾦の還付を受けることがで
きます。

バリアフリー改修⼯事をしたら…

ご⾃宅を⽼後に向けてバリアフリーにした
場合、年齢、住宅の床⾯積や改修⼯事費⽤
などの⼀定の条件を満たした場合、住宅特
定改修特別税額控除として控除対象限度額
200万円の10％の控除を受けることができ
ます。
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